
制度導入後は、仕入先（講師など）が免税業者の場合は、JAPA が改めてその謝金に対する消費税の納付を求
められるため、免税事業者である講師などに対しては、JAPA が納税することとなる消費税額をあらかじめ除いた
金額を謝金として支払うという方法に変更します。

（課税事業者である講師などには、従来通り消費税込みの金額を謝金として支払います。）

ただし、前述の「 JAPA が改めて納付を求められる謝金に対する消費税」は、2023 年10月１日から3 年間は2%、
2026 年10月１日から3 年間は 5%とする経過措置が設定されているため、2024 年４月１日以降の免税事業者
の講師などに対する謝金支払額については、それぞれの時期での消費税額を除いた額とします。

関係者への十分な周知期間を確保したうえで丁寧に進めるべく、変更時期は制度導入の2023年10月1日とせず、
2024 年４月１日予定としております。

本件の趣旨を含む謝金規程の改定案が2023 年９月８日理事会にて承認されており、会員の皆さまにおかれまし
ては、事情をご賢察の上、ご理解いただきますようお願いいたします。
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1977年のテネリフェ事故の原因の一つが管制用語にあったことから、その年の12月に管制用語の研究会「Radio 
Telephony Meeting（通称：R/T Meeting）」が発足しました。

以来46 年間、パイロット・管制官の共通認識に基づく「 安全で効率の良い運航と航空管制」の実現を目指して、
毎月第２土曜日に約40 名のパイロットと管制官が JAPA 会議室に集い、管制用語の研究、日常運航における航空
管制の問題点や管制方式基準の見直しを行っています。R/T Meetingでの検討結果は、AIM-Jの改訂や管制方式
基準の改正提案に反映されています。 （現在は実参加とオンラインのハイブリッド開催）

ATS 委員会のメンバーは、航空交通管制協会技術委員会のメンバーと R/T Meetingに毎月参加しており、この
ATSシンポジウムは R/T Meeting の１年間の研究発表の場として開催されています。2020 年から JAPA 会議室を
Key Stationとしてオンライン開催になったため、今年も280 名の方から事前申し込みがありました。当日のレ
ジュメと動画は JAPA ホームページでご覧になれます。

https://member2.japa.or.jp/seminar/detail.php?sid=8

◆ R/T Meetingと ATSシンポジウムの生い立ち

第45回 ATSシンポジウム開催報告
〜 安全で効率の良い運航と航空管制 〜

ATS委員長  吉松 聖也

2023 年10月28日（土）に「ATS シンポジウム*」が開催されました。
（ *主催：公益社団法人日本航空機操縦士協会・一般財団法人航空
交通  管制協会 / 後援：国土交通省航空局）

国土交通省航空局交通管制部管制課長の石川誠氏に、「 航空管制の現状」について講演
をしていただきました。国内空域再編の進捗、2024 年3月から試行運用開始予定の洋上
オフセット上昇降下方式および12NM 横間隔から、安全性評価、安全文化の醸成に向けた
取り組み、CBTA、航空分野における脱炭素の方向性まで、非常に興味深いテーマを丁寧に
説明していただき、参加者のアンケートも好評でした。管制課長の基調講演は ATSシンポ
ジウムの恒例になっており、最新の航空情勢を理解する上でとても参考になる内容でした。

◆講演「航空管制の現状」

国土交通省航空局交通管制部管制課調査官の大瀬戸英記氏に STAR に公示された速度
に係る AIP 改正（2023 年5月18日適用）を説明していただきました。今回は、STAR に公示
された速度の有効性に関して、操縦士の理解を促進するため、運航者からの AIP公示情
報の見直しの提案に基づいた表現の改正でした。STARの飛行方法や管制運用方式に変
更はなく、①改正の背景②改正のポイント③ STAR に公示された速度と速度調整の関係 
④ STAR に公示された高度制限の有効性について説明していただきました。ジャンケンの図
を使用した解説は、参加者のアンケートでも好評でした。

◆講演「管制方式基準及び AIPの改正」
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近年、低高度 IFR ルートや CAT H 進入方式の導入が進み、事業会社
ヘリに加え、ドクターヘリ、警察、海保、消防、防災などの官公庁ヘリが
空港で運航する機会が増え、それに伴いインシデントなども発生して
います。その背景にはヘリコプターの離着陸時の動きや特性について、
飛行機（固定翼）のパイロットや管制官に馴染みが薄いことが一因と
なっていると思われます。

そのため、今回の ATSシンポジウムでは、ヘリコプターの特異な運航を理解していただき、効率の良い運航とイン
シデント再発防止のために、多発ヘリコプターの構造と操縦を簡単に紹介し、次に多発ヘリコプター固有のエンジン
故障時に安全に着陸するための Category A Operationを飛行機の運航と比較して解説しました。

ホバリング後、後進上昇ののち前進する離陸など、数種類の運航形態があり、離着陸に通常より時間を要するため
滑走路占有時間が長くなるケースでは、管制官に通報し後続機や他の航空機への配慮が必要となることを解説し
ました。また、これらの運航を適切に通報する用語がない現状が報告され、パイロットと管制官の共通認識を得る
ための研究が必要であることを提案しました。

◆解説「多発ヘリコプターの離着陸」

羽田空港の騒音軽減出発方式は、2200-0230UTC, 0600-1000UTCの間、TIARA /BEKLA 
/ROVER〔 number〕B/C Departureが承認された場合、Steepest Climb Procedureもしく
は NADP2が適用されます。この2つの騒音軽減出発方式は離陸後の加速開始高度が異なる
ため、連続して出発する航空機の重量や選択した出発方式の組み合せによっては、適切な
管制間隔の維持が困難になり、不具合事例の発生も報告されています。

AIPに公示された騒音軽減出発方式の違い、上昇方式による高度断面図を用いて NADP2
が効率的な上昇を行える理由、2020 年に日本に導入された NADP2の ICAO Doc 8168記載
内容の変遷、仁川国際空港では騒音軽減と脱炭素の観点から NADP2 が推奨されていること

を説明しました。
また、ROVER 2B Departureに適用される２つの騒音軽減出発方式について、「獲得高度」「FIX 到達時間」「 消費

燃料」の観点から FFS 検証結果を比較し、パイロットの操作を動画で解説しました。同一条件下で測定した SID
上の OHEDO の「 獲得高度」に差はないものの、「 FIX 到達時間」「 消費燃料」は NADP2が優位であり、Steepest
仕様になっている FMS 初期設定をプリフライトにおいて NADP2 を飛行できるように設定変更することで、パイ
ロットのワークロード軽減に繋がることを解説しました。アンケートでは、航空法改正により運航者は騒音軽減に
加え、脱炭素化という環境面への配慮が求められることからどちらの騒音軽減出発方式で飛行すべきか考える機会
になったという意見が多数寄せられました。

◆問題提起「騒音軽減出発方式」

R/T Meetingは、オンラインを併用したハイブリッド開催のため、在京以外の方や宿泊地からも
多数の方が参加して、毎月第２土曜日に活発な議論が展開されています。2023年12月に545回目
の開催を迎え、これまで先輩諸兄が果たして来られたご努力に敬意を表すると共に、次世代を担う
人たちのR/T Meeting への参加をお願いしたく、ご案内方々お誘い申し上げます。
「ATCに関するルールベースでの共通認識」に関心があるパイロットや管制官の皆さん、是非一度

R/T Meetingに参加してみませんか？　きっとATCに関する再発見があると思います！
参加申し込みは、japa@japa.or.jpあるいはkenshubu@atcaj.or.jp 宛にご連絡ください。
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過去数年間、強い勢力の台風が関東や近畿に上陸し、各地に大きな被害を及ぼすとともに航空機の運航にも大
きな影響を与えてきました。台風は梅雨前線の活動を活性化して大雨や雷雨、ウィンドシアーをもたらし、中心付近
では著しい強風となり、航空機の退避を余儀なくさせ、空港施設に高潮などの被害を及ぼした例もあります。また、
東南アジア方面への経路上の台風は、大きな障害となり、アイスクリススタル・アイシン
グの原因となっています。

このような台風を理解し予報を正しく読み解くことで、運航の安全性と定時性の向上
に役立てることが必要不可欠となります。また、台風接近時にエンルート管制、航空交通
流管制を理解することで、欠航便の計画を立て、安全に退避を行い、タイムリーな運航
の再開につなげ、効率の良い運航に役立てるため今年の航空気象シンポジウムは企画され
ました。

第18回航空気象シンポジウムは、2023年11月18日に panda・Flight・Academyにて対
面（Zoom Webinarおよび YouTubeによるオンライン同時中継）で開催されました。

昨年と同様に JAPA 並びに一般財団法人航空交通管制協会との共催、気象庁、国土
交通省航空局、気象影響防御技術コンソーシアム（ WEATHER-Eyeコンソーシアム）の
ご後援をいただき、会場には65 名、オンライン上に87名（合計152 名）の方々にお集ま
りいただき、テレビ朝日学生キャスター植田結衣子さんの司会のもと開催されました。

第18回（令和5年度）
航空気象シンポジウム開催報告

～「台風」～
航空気象委員長　山本 秀生

開会の挨拶　　日本航空機操縦士協会 会長 進 俊則 氏

　　　　　　　気象庁 総務部 国際・航空気象管理官 廣澤 純一 氏

佐久間氏からは、TC SIGMETと風に関する飛行場警報などについて、令和３年「 台風第
16号」の事例から台風周辺の乱気流についてお話を伺いました。ウィンドプロファイラーの
データと比較することにより、対流雲以外にもトランスバースバンド、中層雲底乱気流による揺
れが発生していることが視覚的に捉えられ、台風およびその周辺の乱気流域の成因とその特
徴についてより深く理解することができました。

「台風に関する航空気象情報」
気象庁　大気海洋部 予報課 航空予報室　予報官 佐久間 直樹 氏

吉松氏からは、進路が定まらず長期間影響を与えた今年の「台風第6号」、記録的な大雨
をもたらした「台風第7号」をはじめとする、台風予報事例についてお話を伺いました。

中心付近で対流雲がコンパクトにまとまるミジェット台風、逆に中心付近の対流雲がまばらな
モンスーンジャイアといった台風のタイプとその発達や移動といった特徴、台風による風と
雨の特性について、また、気象庁が発表する5日先までの台風情報を見る際の注目点、本年
6月に行われた台風予報円・暴風警戒円の改善、台風進路予報の精度向上など、新しい知識
を吸収することができました。

講演１ 「台風情報」
気象庁　大気海洋部 気候リスク対策課　台風防災情報調整官 吉松 雅行 氏
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講演では、会場内からの質問だけでなくオンライン参加者から寄せられた質問に対しても、講師の方々から丁寧
に回答がなされ、講演で得た知識を実運航に結び付けようとする参加者の積極的な姿が見られました。今後の安全
運航に役立つことが期待されます。

最後の公開座談会「 台風接近時の運航について」においては、航空会社運航管理における ①台風対策方針の
変化 ②台風接近が予想される場合の準備 ③各空港の対応 ④台風対策の課題 という四つの視点から、台風対策
についてお話ししていただき、実際に運航に携わる者同士が自由に意見を交換し合い、お客様の安全を最大限に
追求し、さらにより快適に、より効率的に飛行し、航空運送の信頼とその価値を高めていくにはどうすべきか話し合
いました。

自然にはパイロットもディスパッチャーも管制官も抗うことはできません。自らの限界を知り、気象情報中心に
情報を最大限に活用し、航空に携わるすべての人の協力で、安全な空を作り上げ、お客様が「 今日は飛行機に乗って
よかったな」と思える運航を実現していきたいと思います。

公開座談会　「台風接近時の運航について」
パネリスト
パイロット：�波多 力登 氏（ANA）、大野 了司 氏（SKY）、比嘉 武尊 氏（JTA・オンライン）、
　　　　　　能勢 祐太朗 氏（JTA・オンライン）、山本 秀生 氏（NCA・司会）
ディスパッチャー：高田 寛 氏（JAL）、谷村 研人 氏（SJO）

飯塚氏からは、我々パイロットが直接交信することのない航空交通管理センターおよび
TMUの業務を紹介していただきました。その中でも特に我々の業務に関連の深い、長期～
短期の航空交通管理、CDMについてご説明いただきました。PACOTSにおける台風回避の
経路設定、悪天回避を目的としたオンライン経路調整、 航空交通量制御の実施方法から、
令和4 年「 台風第8号」接近時の羽田空港を目的地とする航空機の制御の実態をご紹介いた
だきました。さらに、東シナ海に進んだ令和3 年「 台風第14号」を例に、FIRを跨ぐ国際間の
連携と制御についてお話を伺い、ATMC の業務とその有効性について理解を深めました。

講演２ 「台風接近時における航空交通管理について」
国土交通省　航空交通管理センター　主幹航空交通管理管制官 飯塚 直人 氏

15



第59期新任理事紹介
全力で頑張ります。ご支援の程よろしくお願いいたします！！

事務局長　松倉 寛明
2023年７月にANAより出向し、事務局長として着任した松倉寛明です。以前運航乗務員の部門での
勤務経験もありますが、離れて時間も経過しておりますので、皆さまより教わることばかりかと思いま
すが、少しでも多くの運航乗務員の方々のお役に立ち、微力ではありますが、日本の航空の発展に寄
与できるよう努めてまいりますので、何卒宜しくお願いいたします。

理事　櫻井 玲子
新任理事の櫻井玲子です。仕事では回転翼と固定翼の社有機運航や整備、回転翼のシミュレーター
運用に関わってきた他、趣味として現在も滑空機で飛んでいます。今回、JAPA初の女性理事に推薦
いただき、BC委員会、GA委員会、運航技術委員会と多岐に渡る活動に参加することになりました。より
多くの女性に航空に興味を持っていただけるよう、啓蒙活動に力を入れたいと思います。どうぞよろし
くお願いいたします。

理事　鶴川 健司
会員の皆さま、はじめまして。第58回通常総会にて理事を拝命しました、鶴川健司でございます。これ
まで、GA委員会運営委員を10年、GA委員会委員長を同じく10年経験させていただき、今年度
より、理事兼 GA委員長としてお世話になることになりました。普段は、私立大学の操縦科で教鞭を
とっております。引き続き、小型機を中心とした航空文化の裾野拡大、航空安全、航空スポーツの普及
振興のため、微力ながら尽力させていただく所存です。よろしくお願いいたします。

日本航空機操縦士協会では、公益法人として年度ごとに内閣府に提出する事業計画の一つに、「 航空の安全文化
の普及と諸般の調査研究事業」を掲げております。この活動の一つとして、国土交通省航空局長の諮問機関である
航空身体検査証明審査会や、身体検査基準・航空身体検査マニュアルの見直しなどに関する検討委員会（以下、
検討委員会）に、操縦士の代表として委員を1名派遣し、航空医学の発展のため、医学界と航空界の架け橋に
なれるように日々取り組んでおります。その中で、当協会に対して会員から身体検査基準や、前述の審査会・検討
委員会に対する意見や要望が寄せられることもあるため、操縦士の健康管理に携わる指定航空身体検査医の方々
に対して、日頃感じている事や審査会などに対するご意見・ご要望を伺うべくアンケートを実施させていただきま
した。今後、アンケート結果も参考にしつつ、操縦士代表として、審査会・検討委員会に参加されている医師の
先生方と意見の交換を行いながら、航空医学の発展に寄与していきたいと考えております。

航空身体検査制度への取り組みについて
副会長　田中 康浩
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Fly with us ～空の仕事ワークショップ～
2023年度総集編

5月27日（北海道 新千歳空港）
講演：JAL / 札幌航空交通管制部

12月2日（沖縄 那覇空港）
講演：RAC / JTA / JALスカイエアポート沖縄　

大阪航空局那覇空港事務所

航空業界を目指す高校生～大学生を対象とした航空教室
です。全国6カ所（千歳・東京・中部・大阪・福岡・那覇）で開催
します。現役のエアライン社員、航空管制官を講師として
招き、職業紹介と質疑応答を行います。職種や企業の垣根
を超えてディスカッションできることが特徴的です。就職を
テーマに扱いながらも採用する立場ではないので学生の
立場に寄り添った本音に近い話ができ、参加学生から好評
を得ています。

Fly with us ～空の仕事ワークショップ～とは？

11月18日（大阪 伊丹空港）
講演：JAR / JALスカイ大阪 / 大阪航空局大阪空港事務所

10月14日（名古屋 セントレア空港）
講演：AKX / 大阪航空局中部空港事務所

10月28日（福岡 アクロス福岡）
講演：SFJ / 大阪航空局福岡空港事務所

6月10日（東京 コングレスクエア羽田）
講演：ANA / 東京航空局東京空港事務所
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第58回通常総会にて、終身会員制度の見直しに伴う定款の一部変更が議決され、終身会員資格取得年齢が、
満60 歳から満65歳に引き上げられることになりました。そのため、65歳未満の終身会員の皆さまにおかれまして
は、下記の通り、2024 年4月1日より正会員へ変更させて頂きます。

JAPA が健全な財務体質を維持し公益法人として、航空界に引き続き貢献できるよう、また次世代を担う後輩
たちの育成のためにも、正会員に残っていただけますと幸甚です。

記

１. 変更時期

2024 年4月1日

２. 変更内容

（１）会員資格　　終身会員から正会員へ変更

（２）年会費　　　18,000 円

なお、2024 年4月からの会費徴収にあたり、各支払方法に設定された手続期間内に
JAPAホームページの会員ページにて、支払い方法の登録および付随する手続きを行って
いただく必要があります。ぜひ、漏れなく行っていただきますよう、何卒宜しくお願いいたし
ます。設定された手続期間外に支払方法の設定を行われた場合、会費の未払いおよび過
払いが生じる場合がございますので、ご留意願います。

終⾝会員制度の⾒直しに伴う
正会員への変更について

No 支払方法 ※手続期間 手続方法

1 クレジットカード決済（年一括払い）
2024年
4月1日～
4月30日

1．�会員ページ内会員情報をクリック

2．�会費支払方法からカード決済を選択

3．登録画面へ遷移後、カード情報を登録

2

銀行自動引落（年一括払い）
※2024年度会費分は銀行振込のご対応をお願いします。
2025年度以降、ご指定の口座からお引き落としいたします。
【2024年度会費】18,000円
【振込先】氏名欄には会員番号の後に氏名を入れて下さい。
（銀行名）三菱ＵＦＪ銀行
（支店）新橋（預金種目）普通（口座番号）3327336
（名義）ｼﾔ）ﾆﾎﾝｺｳｸｳｷｿｳｼﾞﾕｳｼｷﾖｳｶｲ

2024年
4月1日～
4月30日

1．�会員ページ内会員情報をクリック

2．�会費支払方法から銀行自動引落を選択

3．�JAPAから銀行口座登録書類を郵送

4．�銀行口座登録書類へ記入・捺印の上、
JAPAへ返送

3

給与控除（控除額1,500円 /月）
※�事務手続き上、3月に手続き期間を設定しておりますが、
4月から控除開始となります。

※�以下の会社に所属されている方は給与控除での会費支払が
可能です。
ANA、AKX、JAR、JAL、JTA、JAC、RAC、CUK、朝日航洋、
東邦航空、中日本航空、川崎重工、新日本ヘリ、セントラルヘリ、
四国航空、共立航空撮影、西日本空輸

2024年
3月10日～
3月31日

1．会員ページ内会員情報をクリック

2．会員種別を正会員へ

3．所属・社員 Noを記載

4．会費支払方法から給与控除を選択

会員ページはこちら
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～表彰報告～
　航空関係事業の発展に尽力し、その功績が顕著であり、かつ各職種においての成績が優秀な会員の方を協会

より推薦させていただいております。受賞者の皆さま、おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。

秋の黄綬褒章

香野　俊之 様	（琉球エアーコミューター）
塚本　真巳 様	（全日本空輸）
西野　　亨 様	（全日本空輸）
※パイロットのみ掲載

国土交通大臣表彰

長坂　孝之 様	（日本航空）
永瀬　義久 様	（日本航空）
德永　伸広 様（全日本空輸）
山田　公弘 様（全日本空輸）
黒田　　誠 様（全日本空輸）
園田　勝志 様（全日本空輸）
金井田 陽介 様（全日本空輸）
榎本　浩也 様（日本トランスオーシャン航空）
宮﨑　利夫 様（ジェイエア）
冨田　史宣 様（日本エアコミューター）
二田　晋弥 様（琉球エアーコミューター）
※パイロットのみ掲載

大阪航空局長表彰

星　　孝次 様（日本エアコミューター）
※パイロットのみ掲載

9月20日国土交通大臣表彰式典
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公益社団法人日本航空機操縦士協会

日本航空機操縦士協会  会員の皆さまへ

今年からWEBによる加入手続きがスタートします
スマートフォン・パソコンからいつでも、どこでも簡単手続き！

ログイン方法など詳しくは1月に郵送される協会からの案内をご確認ください

JAPA団体保険のご案内JAPA団体保険のご案内
団体割引

15%団体割引15％適用で加入しやすい保険です

68 才
まで補償 最長68才（タイプG、H）までの収入減少を補償します！

（団体総合生活補償保険　傷害補償（MS&AD型）特約・所得補償特約セット、団体長期障害所得補償保険）
•この制度は、私たちがケガや病気によって長期にわたり仕事ができなくなった場合に、
　私たちの収入を補償する制度です。
•タイプG 、Hにご加入の場合、最長68才まで就業障害による収入減少を補償します。

制度その1
団体長期障害所得補償保険制度

（団体総合生活補償保険　傷害補償（MS&AD型）特約、がん補償特約、疾病補償特約セット）
•ケガ、病気、賠償責任などのさまざまなニーズに対応し、皆さまの健康を応援します。
•がん保険・医療保険は、ご家族のみでも加入できます。

制度その2
団体総合補償制度

◆ お申込締切日 ： 2024年（令和6年）2月14日（水）
  （中途加入も可能です。詳細は取扱代理店までお間合わせください。）
◆ お申込先 ： 株式会社JALUX保険サービス
◆ 保険期間（ご契約期間） ： 2024年（令和6年）3月1日午後4時から1年間
◆ 保険料払込方法 ： 口座振替（2024年（令和6年）5月より毎月27日に引き落とし）
  ※金融機関が休業日の場合は、翌営業日　※株式会社アプラスより集金代行いたします
◆ 中途加入および期中の変更 ： 毎月20日締め、翌月1日変更
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Q ＆ A コーナー

Q１ ロスオブライセンスの定義（支払
要件）を確認したいのですが ?

（免責期間中）
身体障害により、パイロット業務に全く従事できず、かつ下記いずれかの事由を満た
す場合となります。
①身体障害のために入院していること
②上記①以外の場合でその身体障害につき、医師の治療を受けていること
③上記①および②以外の場合で、その身体障害による後遺障害が残っていること
（てん補期間開始後）
身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または、一部従事す
ることができずかつ所得喪失率が20％超であること。

Q2
パイロットから地上職に職種転換
となった場合など復職、転職後も
補償の対象になりますか ?

保険期間中に就業障害が発生し、就業障害が継続していると判定されていれば補
償は継続されます。
また、復職・転職後も所得喪失率が20％を超えた場合、喪失率に応じた保険金を
お支払いいたします。ただし、地上職を勤務している間に身体障害は完治したのにも
かかわらず、パイロット業務に復職せず所得が減少したままの場合は保険金の支払
対象にはなりません。

タイプ Aに10口加入しているJAPA太郎さん。パイロットとして働いていたものの、
病気により長期の就業障害となりてん補期間が開始しました。その後、地上職に復帰
したものの、所得は就業障害直前の同月の所得の30％となってしまいました。（地上
職の所得 :30万円、就業障害直前の同月の所得：100万円）
この場合の保険金支払い額は350,000円となります。

【保険金計算式】
350,000円 =500,000円（ 支払基礎所得額 ）×70%（ 所得喪失率※1※2 
1-30万円÷100万円）×100%（約定給付率）

※1 所得喪失率 :次の算式によって算出された割合をいいます。

ただし、所得の額につき給与体系の著しい変動その他の特殊な事情の影響が
あった場合、または身体障害の程度や収入の状況の勘案が必要な場合は、所
得喪失率の算出につき公正な調整を行うものとします。

※2 所得喪失率が20%以下となった場合は保険金は支払われません。

＊�2020年度ご契約より、地上職での所得の取扱いの明確化を行い、お支払い例の
とおり保険金を算出いたします。

Q3
65才を超えて就業障害になった
場合、保険金の支払い期間はどう
なりますか？

（タイプＧ・Ｈご加入の場合）

てん補期間は68才に達した日（※）までか3年間のいずれか長い期間となります。
（※）68才に達した日とは、68才の誕生日の前日をいいます。

Q4
59才で就業障害が発生し、免責
期間中に60才を過ぎた場合、補
償が継続されますか？

（タイプ Aご加入の場合）

はい、継続されます。
免責期間の終了日の翌日から60才に達した日（※）までの期間が3年に満たない被
保険者につ いては、てん補期間は3年となります。

（※）60才に達した日とは、60才の誕生日の前日をいいます。

Q5 予防のため薬を飲んでいる場合も
告知が必要になりますか？ 医師の診断により処方されている場合、告知が必要になります。

※�このご案内は団体長期障害所得補償保険および団体総合生活補償保険の概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ず
「JAPA団体保険のご案内」パンフレットおよび「重要事項のご説明　契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をあわせて
ご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会
社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

〈取扱代理店〉
株式会社 JALUX保険サービス
〒140-0002　東京都品川区東品川2-3-14　東京フロントテラス18F
TEL：0120-25-8400　FAX：03-5460-7221
※音声ガイダンスのあとに④番を押してください。

〈引受保険会社〉
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
東京企業営業第6部　営業第2課
〒103－8250　東京都中央区日本橋3-5-19
あいおいニッセイ同和損保日本橋本社ビル
TEL：050-3461-1052

（2023年12月承認）B23-201453
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福 利 厚 生福 利 厚 生 ご 案 内会員会員 のの

● 日産レンタカー
全国予約センター0120-00-1767（平日8：00～20：00 土・日・祝9：00～18：00）
ご予約・お問い合わせの際は当協会の会員である旨、および会員ページに記載のある日産レンタカー会員
コードをお伝えください。

● タイムズカーレンタル
タイムズカーレンタルコールセンタ－ 0120-63-5656

● オリックスレンタカー
中央予約センターフリーダイアル0120-89-0543
予約の際は、電話で「法人コード901-25075 日本航空機操縦士協会会員」と必ずお伝えください。

● バジェットレンタカー沖縄
フリーダイヤル0120-13-0543（携帯可）
予約の際、「日本航空機操縦士協会会員」とお伝えください。

● 大丸松坂屋百貨店
お得意様ゴールドカードサービス

● 鳳文書林出版販売 発行書籍　10％割引
● JAL PLAZA(全国24空港）　5％割引
● 高島屋（一部）　5％割引

レンタカー

各施設のご利用方法や詳細はJAPAホームページをご参照ください。
https://www.japa.or.jp/member/tokuten

ショッピング
● 東京エアポートレストラン　運営店舗

（羽田空港第1、第2、国際線旅客ターミナル）

● 銀座ライオン（現金支払10％割引）
羽田空港マーケットプレイス店
ブラッセリー銀座ライオン　羽田空港店

お食事

会員の皆さまが法律上のご相談をご希望の際に
も、弁護士事務所へご相談が可能です。

（対応は平日、日中帯、費用は相談者さまの負担
となります。）
弁護士事務所のご連絡先は、以下会員ページへ
アクセスの上、ご確認ください。

https://member.japa.or.jp/2299

協会顧問弁護士への相談
● リーガロイヤルホテルグループ

（割引東京・大阪・京都　他）

● ゴルフカントリークラブ
ロイヤル高松カントリークラブ（香川）
霧島ゴルフクラブ（鹿児島）

宿泊・ゴルフ

利用方法を詳しく明記しておりますので、お電話される前に必ずJAPAホームページ内の
会員特典をご覧ください。！
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認定

単発 多発 シミュレーター

羽
田
空
港

【特定操縦技能審査】

・ 付
・最近の飛行経験の充足

・計器訓練 など

様々なご要望にお応えいたします。

【羽田空港本店】

羽田空港第一旅客ターミナル

【セントレア店】

中部国際空港

【 店】
/A-

【大阪国際空港店】
大阪国際空港

※大阪国際空港店は物販のみです。

23



Vol. 24
2024 Winter
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公益社団法人 日本航空機操縦士協会
（Japan Aircraft Pilot Association）

発行

日本航空機操縦士協会について
詳しくは JAPA ホームページへ 検 索JAPAwww.japa.or.jp

入会のご案内入会のご案内
当協会は現在約6,800名の会員が

所属しており、エアライン、航空事業
会社、官公庁および自家用操縦士な
どの会員により構成されております。
皆さまも航空業界の仲間たちと共に
活動しませんか？

１．入会申込フォームにて必要項目を入力し、JAPAに送信してください。
２．協会より会員特典などを送付させていただきます。
　  （会員資格・特典・会費などについてはホームページをご参照ください。）

◆入会方法

住所などの会員情報更新のお願い住所などの会員情報更新のお願い
お引越しなどで住所などが変更になった場合は、速やかに会員ページより情報の変更をお願
いいたします。会員ページへのアクセスについてご不明な際は、ご案内いたしますので事務局
までご連絡願います。ご協力、よろしくお願い申し上げます。

会員ページはこちら

【お知らせ】AIM・パイロット手帳の送付不要連絡について【お知らせ】AIM・パイロット手帳の送付不要連絡について
AIM-J日本語版、パイロット手帳につきましては、一部の方よりお声をいただき、送付不要の
方への郵送を差し控えます。送付不要の方は右記QRコードより、その旨お知らせ願います。
QRコードを読み込むと、会員ページへアクセスします。「会員情報」にてご選択くださいます
ようお願い申し上げます。

クレジットカードによる年会費決済
とオンライン入会を導入致しました。
カード決済をご希望の方は、会員
ページよりクレジットカードのご登録
をお願いします。

会費のクレジットカード決済導入
ご登録方法 収支改善のため当面の間、パイロット誌Summer

号は、電子書籍のみの配信となり、冊子の郵送は
行いませんので会員の皆様におかれましては、
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

お知らせ

AIM・手帳送付不要
連絡用QRコード

2024  Winter

Japan  Aircraft  Pilot  Association

https://www.japa.or.jp

Japan  Aircraft  Pilot  Association

今後のJAPAセミナー開催予定
セミナータイトル 開催日／開催地区

小型航空機セーフティセミナー 2024年2月8日（木）～9日（金）／ステーションコンファレンス川崎（来場＋オンライン）

RNAV 講演会 （2023年度第3回）2024年2月（日程調整中）／JAPA会議室（来場＋オンライン）

TEM/CRM セミナー （SRMコース）2024年2月（日程調整中）／JAPA会議室（来場＋オンライン）

Be a pilot オンラインセミナー 2024年3月16日（土）／（オンライン開催）

航空安全講習会 2024年2月4日（日）／JAPA会議室（来場＋オンライン）

春休みこども航空教室 2024年3月（日程調整中）／JAPA会議室

◆申込受付の開始については、JAPA ホームページ、メールマガジンでご案内致します。
◆諸事情により、開催中止や開催方法に変更が生じる場合がございます。


